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（３）その他の報告事項 

  ①食品衛生分科会における審議・報告対象品目の処理状況について･･･････････････３ 

  ②令和４年食中毒発生状況について･･･････････････････････････････････････････４ 

  ③生活衛生等関係行政の機能強化のための関係法律の整備に関する法律 

（令和 5年 5月 26日公布）について････････････････････････････････････････３３ 
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No. 分科会 分類 剤名 備考

1 12月 農薬 アセキノシル
令和５年２月６日～
令和５年３月７日

意見あり
令和５年１月６日～
令和５年３月７日

意見なし
基準（案）の
変更なし

2 〃 農薬 トリネキサパックエチル
令和５年１月20日～
令和５年２月18日

意見なし
令和４年12月2日～
令和５年１月31日

意見なし
基準（案）の
変更なし

3 〃 農薬 ピラジフルミド
令和５年１月20日～
令和５年２月18日

意見なし
令和４年12月2日～
令和５年１月31日

意見なし
基準（案）の
変更なし

4 〃 農薬 イソピラザム
令和５年１月20日～
令和５年２月18日

意見なし
令和４年12月2日～
令和５年１月31日

意見なし
基準（案）の
変更なし

5 〃 農薬 イソフェタミド
令和５年２月６日～
令和５年３月７日

意見あり
令和５年１月６日～
令和５年３月７日

意見なし
基準（案）の
変更なし

6 〃 農薬 ゾキサミド
令和５年１月20日～
令和５年２月18日

意見なし 令和４年12月２日 －
基準（案）の
変更なし

7 〃 農薬 ピリダリル
令和５年１月20日～
令和５年２月18日

意見なし 令和４年12月２日 －
基準（案）の
変更なし

8 〃 農薬 ピリプロキシフェン
令和５年２月６日～
令和５年３月７日

意見あり 令和５年１月６日 －
基準（案）の
変更なし

9 〃 農薬 フルジオキソニル
令和５年１月20日～
令和５年２月18日

意見なし
令和４年12月２日～
令和５年１月31日

意見なし
基準（案）の
変更なし

10 〃 農薬 フルトリアホール
令和５年１月20日～
令和５年２月18日

意見なし 令和４年12月２日 －
基準（案）の
変更なし

11 〃 農薬 メトキシフェノジド
令和５年２月６日～
令和５年３月７日

意見あり
令和５年１月６日～
令和５年３月７日

意見なし
基準（案）の
変更なし

12 〃
動物用
医薬品

モサプリド
令和５年２月６日～
令和５年３月７日

意見あり
令和５年１月６日～
令和５年３月７日

意見なし
基準（案）の
変更なし

13 3月 汚染物質 清涼飲料水（鉛） （実施予定） －
令和５年４月13日～
令和５年６月12日

意見なし －

14 〃 食品添加物 フィチン酸カルシウム
令和５年４月６日～
令和５年５月５日

意見あり 令和5年3月10日 －
基準（案）の
変更あり

15 〃 農薬 ピリダクロメチル
令和５年４月６日～
令和５年５月５日

意見あり 令和５年３月10日 －
基準（案）の
変更なし

16 〃 農薬 メトブロムロン
令和５年４月６日～
令和５年５月５日

意見あり 令和５年３月10日 －
基準（案）の
変更なし

17 〃 食品添加物 硫酸銅
令和５年４月６日～
令和５年５月５日

意見なし
令和５年３月10日～
令和５年５月９日

－
基準（案）の
変更なし

18 〃 農薬 ジミナゼン
令和５年４月６日～
令和５年５月５日

意見なし 令和５年３月10日 －
基準（案）の
変更なし

19 〃 農薬 イソプロチオラン
令和５年４月６日～
令和５年５月５日

意見あり
令和５年３月10日～
令和５年５月９日

意見なし
基準（案）の
変更なし

20 〃
動物用
医薬品

イソシンコメロン酸二プロピル
令和５年４月６日～
令和５年５月５日

意見なし 令和５年３月10日 －
基準（案）の
変更なし

21 〃
動物用
医薬品

ピリメタミン
令和５年４月６日～
令和５年５月５日

意見なし 令和５年３月10日 －
基準（案）の
変更なし

22 〃
動物用
医薬品

マホプラジン
令和５年４月６日～
令和５年５月５日

意見あり 令和５年３月10日 －
基準（案）の
変更なし

食品衛生分科会における審議・報告対象品目の処理状況について（令和５年６月21日時点）

（前回(令和５年３月29日)及び前々回(令和４年12月22日)に開催の食品衛生分科会において、審議又は報告を行った農薬等及び添加物）
パブリックコメントの状況 ＷＴＯ通報の状況
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Ministry of Health, Labour and Welfare 

令和４年食中毒発生状況
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Ministry of Health, Labour and Welfare 

事件数 患者数 死亡者数
R2年 887 14,613 3
R3年 717 11,080 2
R4年 962 6,856 5

食中毒事件数・患者数の推移（全体）

（資料出所）厚生労働省「食中毒統計調査」

5

(2004年)

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

45,000

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

1,800

H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4

患
者
数
（
人
）

事
件
数
（
件
）

事件数 患者数

(2010年) (2016年) (2022年)



Ministry of Health, Labour and Welfare 

事件数 患者数 死亡者数
R2年 452 14,178 1
R3年 340 10,703 1
R4年 368 6,262 1

食中毒事件数・患者数の推移（患者数２人以上の事例）
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（資料出所）厚生労働省「食中毒統計調査」
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Ministry of Health, Labour and Welfare 

患者数500人以上又は死者が発生した食中毒事例（令和４年）

都道府県 発病年月日
原因施設
種別

原因食品名 病因物質種別 患者数 死者数
摂食者
数

死者年齢

1 旭川市 2022/9/17 不明 イヌサフラン
自然毒

植物性自然毒
1 1 不明 女：70歳～

2 青森県 2022/9/18 飲食店
ふぐ（マフグ（推

定））（自分の夕食）
自然毒

動物性自然毒
1 1 1 男：70歳～

3 秋田市 2022/4/20 家庭
イヌサフランの天ぷ

ら
自然毒

植物性自然毒
1 1 1 男：70歳～

4 京都府 2022/8/24 販売店

令和4年8月21日か
ら同月27日に提供
された肉総菜（レア
ステーキ、ロースト

ビーフ）

細菌
腸管出血性大腸菌

（ＶＴ産生）
40 1 41 女：70歳～

5 宮崎県 2022/4/6 家庭 グロリオサ
自然毒

植物性自然毒
1 1 1 男：60～69歳

（資料出所）厚生労働省「食中毒統計調査」

（２）死者が発生した食中毒事例
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なし

（１）患者数500人以上発生した食中毒事例



Ministry of Health, Labour and Welfare 

年齢階級別食中毒患者数（令和２年～令和４年）

（資料出所）厚生労働省「食中毒統計調査」
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Ministry of Health, Labour and Welfare 

月別発生状況

（資料出所）厚生労働省「食中毒統計調査」
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Ministry of Health, Labour and Welfare 

【全体】病因物質別事件数の月別発生状況（令和２年～令和４年）

（資料出所）厚生労働省「食中毒統計調査」
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Ministry of Health, Labour and Welfare 

【全体】原因施設別事件数（令和４年）

（資料出所）厚生労働省「食中毒統計調査」
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Ministry of Health, Labour and Welfare 

【患者数２人以上】原因施設別事件数（令和４年）

（資料出所）厚生労働省「食中毒統計調査」
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Ministry of Health, Labour and Welfare 

【全体】原因施設別患者数（令和４年）

（資料出所）厚生労働省「食中毒統計調査」
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Ministry of Health, Labour and Welfare 

【患者数２人以上】原因施設別患者数（令和４年）

（資料出所）厚生労働省「食中毒統計調査」
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Ministry of Health, Labour and Welfare 

魚介類
39.9%

魚介類加

工品

0.4%

肉類

及び

その

加工

品
3.0%

卵類及びその加工品
0.2%穀類及びその加工品

0.2%
野菜及びその加工品

3.6%

複合調理食品

5.2%

その他
21.7%

不明
25.7%

【全体】原因食品別事件数（令和４年）

※複合調理品：コロッケ、ギョウザ、肉と野菜の煮付け等食品そのものが2種以上の原料により、いずれをも主とせず混合調理又は加工されているもので、そのう
ちいずれかが原因食品であるか判明しないもの（「食中毒統計作成要領」より）。

※※その他：上記分類のいずれにも該当しない全ての食品。酒精飲料、氷菓並びに藻類及びこれらの調理品又は加工品等（「食中毒統計作成要領」より）。また、
「○月○日の食事」等の食事特定の事例を含む。 （資料出所）厚生労働省「食中毒統計調査」

※

※※
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令和４年総事件数
962件



Ministry of Health, Labour and Welfare 

魚介類
7.9%

肉類及びその加工品
7.9%

卵類及びその加工品
0.5%

穀類及びその加工品
0.5%

野菜及びその加

工品
6.5%

複合調理食品

13.3%

その他
55.4%

不明
7.9%

【患者数２人以上】原因食品別事件数（令和４年）

※複合調理品：コロッケ、ギョウザ、肉と野菜の煮付け等食品そのものが2種以上の原料により、いずれをも主とせず混合調理又は加工されているもので、そのう
ちいずれかが原因食品であるか判明しないもの（「食中毒統計作成要領」より）。

※※その他：上記分類のいずれにも該当しない全ての食品。酒精飲料、氷菓並びに藻類及びこれらの調理品又は加工品等（「食中毒統計作成要領」より）。また、
「○月○日の食事」等の食事特定の事例を含む。 （資料出所）厚生労働省「食中毒統計調査」

※※

※
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令和４年総事件数（2人以上の事例）
368件



Ministry of Health, Labour and Welfare 

魚介類
10.9%
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30.0%

その他
45.7%
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4.7%

【全体】原因食品別患者数（令和４年）

※複合調理品：コロッケ、ギョウザ、肉と野菜の煮付け等食品そのものが2種以上の原料により、いずれをも主とせず混合調理又は加工されているもので、そのう
ちいずれかが原因食品であるか判明しないもの（「食中毒統計作成要領」より）。

※※その他：上記分類のいずれにも該当しない全ての食品。酒精飲料、氷菓並びに藻類及びこれらの調理品又は加工品等（「食中毒統計作成要領」より）。また、
「○月○日の食事」等の食事特定の事例を含む。

（資料出所）厚生労働省「食中毒統計調査」

※※

※
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令和４年総患者数
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Ministry of Health, Labour and Welfare 

魚介類
6.2%
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【患者数２人以上】原因食品別患者数（令和４年）

※複合調理品：コロッケ、ギョウザ、肉と野菜の煮付け等食品そのものが2種以上の原料により、いずれをも主とせず混合調理又は加工されているもので、そのう
ちいずれかが原因食品であるか判明しないもの（「食中毒統計作成要領」より）。

※※その他：上記分類のいずれにも該当しない全ての食品。酒精飲料、氷菓並びに藻類及びこれらの調理品又は加工品等（「食中毒統計作成要領」より）。また、
「○月○日の食事」等の食事特定の事例を含む。

（資料出所）厚生労働省「食中毒統計調査」

※※

※
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令和４年総患者数（2人以上の事例）
6,262人



Ministry of Health, Labour and Welfare 

病因物質別事件数の推移

（資料出所）厚生労働省「食中毒統計調査」
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Ministry of Health, Labour and Welfare 

病因物質別患者数の推移

（資料出所）厚生労働省「食中毒統計調査」
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Ministry of Health, Labour and Welfare 

病因物質別患者数の推移（細菌のみ抽出）

（資料出所）厚生労働省「食中毒統計調査」
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Ministry of Health, Labour and Welfare 

【全体】病因物質別事件数発生状況（令和４年）

（資料出所）厚生労働省「食中毒統計調査」
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Ministry of Health, Labour and Welfare 

【患者数２人以上】病因物質別事件数発生状況（令和４年）

（資料出所）厚生労働省「食中毒統計調査」
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Ministry of Health, Labour and Welfare 

【全体】病因物質別患者数発生状況（令和４年）

（資料出所）厚生労働省「食中毒統計調査」
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【患者数２人以上】病因物質別患者数発生状況（令和４年）

（資料出所）厚生労働省「食中毒統計調査」
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Ministry of Health, Labour and Welfare 

摂食場所を家庭とする食中毒事件の月別発生状況

（資料出所）厚生労働省「食中毒統計調査」
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Ministry of Health, Labour and Welfare 

原因施設を飲食店とする食中毒事件の月別発生状況

（資料出所）厚生労働省「食中毒統計調査」
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Ministry of Health, Labour and Welfare 

原因施設（飲食店）のカンピロバクター食中毒事件の月別発生状況

（資料出所）厚生労働省「食中毒統計調査」
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Ministry of Health, Labour and Welfare 

原因施設（飲食店）のアニサキス食中毒事件の月別発生状況

（資料出所）厚生労働省「食中毒統計調査」
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Ministry of Health, Labour and Welfare 

原因施設（飲食店）のノロウイルス食中毒事件の月別発生状況

（資料出所）厚生労働省「食中毒統計調査」
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Ministry of Health, Labour and Welfare 

出典：国立感染症研究所ホームページ
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Ministry of Health, Labour and Welfare 

原因施設が飲食店または仕出屋であり、摂食場所を家庭とする食中毒事件の年別発生比較

（資料出所）厚生労働省「食中毒統計調査」

発生年 原因施設が飲食店または仕出屋
かつ摂食場所家庭の事件数（件） 総事件数（件）

令和元年 15件 1,061件

令和２年 24件 887件

令和３年 24件 717件

令和４年 27件 962件
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生活衛生等関係行政の機能強化のための関係法律の整備に関する法律（令和５年法律第36号）の概要

改正の趣旨

改正の概要

令和６年４月１日

施行期日

生活衛生等関係行政の機能強化を図るため、食品衛生法による食品衛生基準に関する権限を厚生労働大臣から内閣総理大臣に、水道法等
による権限を厚生労働大臣から国土交通大臣及び環境大臣に移管するとともに、関係審議会の新設及び所掌事務の見直しを行う。

１．食品衛生基準行政の機能強化【食品衛生法】

① 食品等の規格基準の策定その他の食品衛生基準行政に関する事務について、科学的知見に基づきつつ、食品の安全性の確保を図る
上で必要な環境の総合的な整備に関する事項の総合調整等に係る事務と一体的に行う観点から、厚生労働大臣から内閣総理大臣（消費
者庁）に移管する。
② 薬事・食品衛生審議会の調査審議事項のうち、食品衛生法の規定によりその権限に属せられた事項であって厚生労働大臣が引き続
き事務を行うもの（食品衛生監視行政）に関しては、厚生科学審議会に移管する。

２．水道整備・管理行政の機能強化【水道法、水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法、社会資本整備重点計画法】

① 水道に関する水質基準の策定その他の水道整備・管理行政であって水質又は衛生に関する事務について、環境の保全としての公衆
衛生の向上及び増進に関する専門的な知見等を活用する観点から、厚生労働大臣から環境大臣に移管する。
② 水道整備・管理行政であって①に掲げる事務以外の事務について、社会資本の整合的な整備に関する知見等の活用による水道の基
盤の強化等の観点から、厚生労働大臣から国土交通大臣に移管するとともに、当該事務の一部を国土交通省地方整備局長又は北海道開
発局長に委任できることとする。
③ 災害対応の強化や他の社会資本と一体となった効率的かつ計画的な整備等を促進するため、水道を、公共土木施設災害復旧事業費
国庫負担法及び社会資本整備重点計画法の対象施設に加える。

３．所掌事務等の見直し【厚生労働省設置法、国土交通省設置法、環境省設置法、消費者庁及び消費者委員会設置法】

① 厚生労働省、国土交通省、環境省及び消費者庁の所掌事務並びに関係審議会の調査審議事項に係る規定について所要の見直しを行
う。
② 国土交通省地方整備局及び北海道開発局の業務規定の整備を行う。
③ 食品等の規格基準の策定その他の食品衛生基準行政に関する事務の調査審議を行う審議会（食品衛生基準審議会）を消費者庁に設
置する。 等

３３

（令和５年５月26日公布）



消費者庁
（食品安全行政の総合調整）

食品衛生基準行政の機能強化 ①

■ 食品安全行政の司令塔機能を担う消費者庁に、厚生労働省が所管している食品衛生に関する規格基準の策定等（食品衛生基準行政）を

移管することで、食品衛生についての科学的な安全を確保し、消費者利益の更なる増進を図る。

■ これにより、①科学的知見に裏打ちされた食品安全に関する啓発の推進、②販売現場におけるニーズや消費者行動等を規格・基準策定

の議論にタイムリーに反映させること、③国際食品基準（コーデックス）における国際的な議論に消費者庁が一体的に参画することが

可能となる。

改正の背景

【リスク評価】

・リスク（食品を食べることによって有害な要因が人の健康に及ぼす悪影響の発生確率と程度）を科学的知見に基づいて客観的かつ中立公正に評価

【リスク管理】

・農薬の使用基準の策定
・飼料の規格・基準の策定

農薬取締法、飼料安全法 等

農林水産省

【リスクコミュニケーション】

・食品の安全性に関する情報の公開
・消費者等の関係者が意見表明する機会の確保

・食品衛生に関する規格・基準の策定
・規格・基準が守られているかの監視

食品衛生法 等

厚生労働省 移管

【食品の安全を守る仕組み】
■ 平成15年に制定された食品安全基本法に基づき 「リスク分析」の手法を導入。

⇒ 食品安全委員会による「リスク評価」を踏まえ、厚生労働省等（※）のリスク管理機関が「リスク管理」と「リスクコミュニケーション」を実施。

■ 消費者庁は、食品安全行政の総合調整を担う位置付け。

■ これにより、科学的見地から食品の安全を確保。

※ 厚生労働省のほか、農林水産省、環境省等

消費者庁
（食品安全行政の総合調整）

食品安全委員会

※こうした方針は、新型コロナウイルス感染症対策本部決定（令和４年９月２日）で示されている。
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食品衛生基準行政の機能強化 ②

食品衛生基準行政 食品衛生監視行政

事務の具体例

■食品添加物の指定や、成分、製造方法等の規格基準の策定

■残留農薬、放射性物質等の食品の規格基準の策定

■不衛生食品等の販売等の禁止

■規格基準に違反する食品等の取締り

■営業施設の衛生管理等の規制・監視指導

所管

【現行】厚生労働大臣

【改正後】内閣総理大臣（消費者庁）

【現行】薬事・食品衛生審議会（厚生労働省）

【改正後】食品衛生基準審議会（消費者庁に設置）

厚生労働大臣（※１）

【現行】薬事・食品衛生審議会（厚生労働省）

【改正後】厚生科学審議会（厚生労働省）

■厚生労働大臣及び内閣総理大臣は、飲食に起因する衛生上の危害の発生防止のため、相互の密接な連携の確保に努める。

・厚生労働大臣は特定の食品の販売の禁止等に当たり、内閣総理大臣に協議しなければならない。

・内閣総理大臣は食品等の規格基準等の策定に当たり、厚生労働大臣に協議しなければならない。

・厚生労働大臣は内閣総理大臣に対し、食品等の規格基準等の策定を求めることができる。

・内閣総理大臣は厚生労働大臣に対し、特定の食品の販売の禁止等を求めることができる。

改正の内容

① 食品衛生法等の改正
⑴ 厚生労働大臣の権限に属する事項のうち、食品衛生基準行政に係るものを、内閣総理大臣の権限とする。

⑵ 薬事・食品衛生審議会（厚生労働省）への意見聴取事項のうち、食品衛生基準行政に係るものは、消費者庁に設置する食品衛生基準

審議会への意見聴取事項とするとともに、食品衛生監視行政に係るものは、厚生労働省の厚生科学審議会への意見聴取事項とする 。

⑶ 食品衛生基準行政を担う内閣総理大臣と、食品衛生監視行政を担う厚生労働大臣の連携規定を設ける。

② 厚生労働省設置法、消費者庁及び消費者委員会設置法の改正
○ 厚生労働省及び消費者庁の所掌事務、関係審議会の調査審議事項に関する規定について、 ①の改正に伴う所要の整備を行う。

※１ 食品衛生監視行政については、不衛生食品等の販売等の取締りや営業施設の衛生管理等の規制・監視指導、食中毒発生時の原因究明・更なる健康被害の発生の防止等を

担うものであり、引き続き、感染症対策や健康危機管理対策を所掌する厚生労働省において、これらと一体的に対応する。

※２ 食品衛生基準行政に関する調査審議は、消費者庁に設置される食品衛生基準審議会に移管し、移管後も引き続き、科学的知見に裏打ちされた規格基準の設定等の担保を

図る。なお、薬事・食品衛生審議会については、薬事審議会に改組する。

※３ 食品衛生監視行政に関する調査審議は、厚生科学審議会に移管し、健康危機管理対策との一体的な対応をより一層推進する。

赤字：改正事項

（※２） （※３）

食品衛生行政の

円滑な実施

厚生労働大臣と

内閣総理大臣の連携
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（参考１）関連する政府の決定

○ 新型コロナウイルス感染症に関するこれまでの取組を踏まえた次の感染症危機に備えるための対応の方向性（令和４年６月17日新型コ

ロナウイルス感染症対策本部決定）（抄）

Ⅰ 次の感染症危機に対応する政府の司令塔機能の強化

（具体的事項）

平時

厚生労働省における平時からの感染症対応能力を強化するため、各局にまたがる感染症対応・危機管理に関係する課室を統合した新たな組織

として「感染症対策部（仮称）」を設ける。新設する「日本版CDC」（後述）を「感染症対策部」が管理することとし、平時から日本版CDC

や関係自治体等と一体的に連携する。あわせて、生活衛生関係の組織について、一部業務の他府省庁への移管を含めた所要の見直しを行う。

○ 新型コロナウイルス感染症に関するこれまでの取組を踏まえた次の感染症危機に備えるための対応の具体策（令和４年９月２日新型コロ

ナウイルス感染症対策本部決定）（抄）

４．感染症対応能力を強化するための厚生労働省の組織の見直し

（３）生活衛生関係組織の一部業務の移管

上記の感染症対応能力の強化とあわせて、厚生労働省から、食品衛生基準行政及び水道整備・管理行政をそれぞれ以下のとおり移管する。

① 食品衛生基準行政の消費者庁への移管

食品安全行政の司令塔機能を担う消費者庁が、食品衛生に関する規格・基準の策定（これまで厚生労働省が所管）を所管することで、食品衛

生についての科学的な安全を確保し、消費者利益の更なる増進を図る。

これにより、科学的知見に裏打ちされた食品安全に関する啓発の推進や、販売現場におけるニーズ等の規格・基準策定に係る議論へのタイム

リーな反映が可能となるほか、国際食品基準（コーデックス）における国際的な議論について、消費者庁が一体的に参画することが可能となる。

② 水道整備・管理行政の国土交通省及び環境省への移管

水道整備・管理行政における現下の課題である、水道事業の経営基盤強化、老朽化や耐震化への対応、災害発生時における早急な復旧支援、

渇水への対応等に対し、国土交通省が、施設整備や下水道運営、災害対応に関する能力・知見や、層の厚い地方組織を活用し、水道整備・管理

行政を一元的に担当することで、そのパフォーマンスの一層の向上を図る。

さらに、環境省が、安全・安心に関する専門的な能力・知見に基づき、水質基準の策定を担うほか、水質・衛生にかかわる一部の業務につい

て、国土交通省の協議に応じるなど、必要な協力を行うことで、国民の水道に対する安全・安心をより高める。

（４）上記（１）～（３）については、次期通常国会に必要な法律案を提出し、（１）（３）については令和６年度の施行、（２）については令和

７年度以降の設置を目指す（感染症等に関する科学的知見の基盤整備は、感染症法等の改正も反映させつつ早期に取り組む。）。 ３６



（参考２）法律案に対する附帯決議

○ 生活衛生等関係行政の機能強化のための関係法律の整備に関する法律案に対する附帯決議

（令和５年４月26日 衆議院厚生労働委員会）（抄）

政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずるべきである。

五 食品衛生基準行政の消費者庁への移管に当たっては、食品安全推進の取組に支障や停滞が生じることがないよう、規格基準の策定と厚生労働省

が引き続き所管する監視指導・調査研究との連携等に万全の措置を講ずるとともに、消費者の選択の権利の確保のためには、食の安全は当然と

して、食の安心にも十分に留意すること。

六 移管の対象となる行政分野において支障や停滞が生ずることのないよう、権限の移管に当たっては、移管元の厚生労働省と移管先の省庁及び関

係機関との間で連携を図り、必要な予算の配分や人員の配置など万全の措置を講ずること。

○ 生活衛生等関係行政の機能強化のための関係法律の整備に関する法律案に対する附帯決議

（令和５年５月18日 参議院厚生労働委員会）（抄）

政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずるべきである。

七、食品衛生基準行政の消費者庁への移管に当たっては、食品安全推進の取組に支障や停滞が生じることがないよう、規格基準の策定と厚生労働省

が引き続き所管する監視指導・調査研究との連携等に万全の措置を講ずるとともに、消費者の選択の権利の確保のためには、食の安全は当然と

して、食の安心にも十分に留意すること。

八、消費者庁が食品メーカーを含む民間企業から出向者を受け入れるに当たっては、消費者庁が食品衛生基準行政を担う趣旨を踏まえ、科学的な

安全を確保し、消費者利益の更なる増進を図り、食の安全に対する 懸念を招くことのないよう十分に留意すること。

九、移管の対象となる行政分野において支障や停滞が生ずることのないよう、権限の移管に当たっては、移管元の厚生労働省と移管先の省庁及び関

係機関との間で連携を図り、必要な予算の配分や人員の配置など万全の措置を講ずること。また、対象となる行政分野の都道府県・市区町村当

該部署が混乱することなく対応ができるよう十分に留意すること。

３７




